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計画の策定の背景
社会的背景

自家用乗用車の普及 人口減少 少子化・高齢化

公共交通ネットワークの縮小・サービス水準の低下

全国的には
・一般路線バス…5年間（H22～H26)で約8,000㎞の路線が完全廃止
・鉄軌道…1５年間（H12～H26）で37路線・約750㎞が廃止

公共交通利用者の更なる減少（負のスパイラル）

サービス
の低下

利用者
減少

車への
依存

※国土交通省資料から １

公共交通に求められる役割

運転できない学生・生徒や高齢者、障
がい者、妊婦等の交通手段の確保

地域住民の移動手段の確保

諸機能が集約した拠点どうし、あるい
は拠点と居住エリアを結ぶ交通手段の
提供

コンパクトシティの実現

外出機会の増加によるまちのにぎわい
の創出や、歩いて暮らせるまちづくり
による健康増進

まちのにぎわいの創出や健康増進

観光旅客等の来訪者の移動の利便性や
回遊性の向上により、人の交流を活発
化

人の交流の活発化

地域公共交通の維持、改善は、交通分野の課題解決にとどまらず、まちづくり、観光、
さらには、健康、福祉、教育、環境等の様々な分野で大きな効果をもたらす。

まちづくりと連携した公共交通の再編を進める

２※国土交通省資料から



■ 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正 （Ｈ26.11月施行）

３

※国土交通省資料から

■ 公共交通ネットワークの面的な再構築が求められる理由

・効率性のみを追求→ 利便性が低下し、ますます利用者が減少
・利便性のみを追求→ 財政負担が増加し、事業者等を圧迫

４

※国土交通省資料から



白井市でも…

自家用乗用車の普及 人口減少 少子化・高齢化

約3人に1台

約2人に1台

・交通分野だけでなく、市のまちづくりに資するよう、公共交通網の再編を進める。
・地域特性やニーズに対応した、持続可能な公共交通網を形成する。

白井市地域公共交通網形成計画の策定

・通勤・通学需要の減少による路線バス利用者の減少 ・高齢化の地域間での相違
・循環バス運行経費の負担 ・国道１６号線より北東側エリアにおける交通空白地域

（資料）人口推計報告書
※乗用車台数は、普通乗用車、小型乗用車、軽四輪乗用車の合計
（資料）千葉県年齢別・町丁字別人口、千葉県統計年鑑から算出

５

都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策との連携
その他の持続可能な地域公共交通網の形成に際し配慮すべき事項

① 持続可能な地域公共交通網の形成に資する
地域公共交通の活性化及び再生の推進に関する基本的な方針

② 計画の区域
③ 計画の目標
④ ③の目標を達成するために行う事業・実施主体

※本事項において、地域公共交通特定事業に関する事項も記載可能（法§５④）

⑤ 計画の達成状況の評価に関する事項
⑥ 計画期間
⑦ その他計画の実施に関し地方公共団体が必要と認める事項

地域公共交通網形成計画の記載事項
■「地方公共団体は、基本方針に基づき、・・・地域公共交通網形成計画を作成することができる」（法第５条第１項）
■地域公共交通網形成計画の作成には、基本方針（※）の記載にも十分に留意することが必要

（参考）
■地域公共交通活性化・再生法
第５条 略
２・３略
４ 第二項第四号に掲げる事項
には、地域公共交通特定事業に
関する事項を定めることができる。

５～10 略

記載する事項（法§５②）

※国土交通省資料から ６

※地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針（平成２６年総務省・国土交通省告示第１号）

地域が目指すべき将来像とともに、
その中で公共交通が果たすべき役割を明確化した上で、
公共交通の活性化及び再生に向けた取組の方向性を定める。

基本方針基づき作成すること
が必要

記載に努める事項（法§５③）



計画策定の流れ

１ 持続可能な地域公共交通網の形成に資す
る地域公共交通の活性化及び再生の推進
に関する基本的な方針

２ 計画の区域
３ 計画の目標
４ 目標を達成するために行う事業・実施主体
５ 計画の達成状況の評価に関する事項
６ 計画期間
７ その他計画の実施に関し地方公共団体が
必要と認める事項

計画に記載する事項

１ 地域の現状の整理

１０ 計画の確定（協議会の了承）

４ 地域公共交通の問題点・課題の整理

５ 基本的な方針の整理
①地域が目指すべき将来像
②公共交通が果たすべき役割
③公共交通の活性化・再生に向けた取組の方向性

６ 計画区域・目標の設定
①交通圏に基づいた計画の区域
②基本的な方針に即した具体的かつ明確な目標

７ 目標達成のための施策・事業の検討

８ 計画案の作成

９ 市民等の意見の反映（説明会など）

３ 公共交通の実態把握

２ 上位計画等の整理
既存統計データ等の分析

市民アンケート調査

関係者ヒアリング調査

策定フロー 基礎調査等

７※国土交通省資料から


